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令和２年６月１７日

保護者 様

松戸市立松飛台第二小学校

校 長 市 川 正 人

６月１５日以降の全校一斉登校開始後の本校の教育活動について（お願い）

向暑の候，保護者の皆様におかれましては，本校の教育活動及び新型コロナウ

イルス感染症拡大防止対策へのご理解と，ご協力を賜り，誠にありがとうござい

ます。

さて，本校においても，６月１５日より全校一斉登校が始まり，６月２２日か

らは通常日課での教育活動を予定しているところでございますが，下記の内容に

つきましてご理解，ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

また，教育活動の実施につきましては，引き続き，共生＝「安心第一」の学校

に向けて，新たに策定しました本校の「松二っこ 新しい学校生活様式 松飛台

第二小学校における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン（令和２年６

月１５日版）」に従って，差別や偏見を許さない共生意識の醸成を図るとともに，

熱中症対策など他のリスクとの兼ね合いを考え，感染リスク低減に配慮しながら

取り組んでまいります。

つきましては，保護者の皆様におかれましても，本校の感染拡大防止対策への

ご理解とご協力をお願い申し上げます。また，各家庭での取り組みをお子様と十

分話し合い，引き続き，感染予防の徹底をお願い申し上げます。

なお，この計画は，あくまでも現段階における予定です。今後の感染状況，国，

県や松戸市の動向等の影響により，変更が生じる場合がございますのでご了承く

ださい。

記

１ 保護者の皆様へのお願い（本校の感染予防管理の基本的な考え方）

(１)新型コロナウイルス感染症において，１００％信頼のおける科学的根拠（エ

ビデンス）は存在しないことから，誰にでも起こり得るという視点に立ち，

常に新型コロナウイルス感染症の可能性を念頭に対応していく。

(２)どの選択にもゼロリスクはないという視点に立ち，熱中症対策など他のリス

クとの兼ね合いを考え，新型コロナウイルス感染防止に向けて，感染及びそ

の拡大リスクを最大限低減させて教育活動を実施していく。

(３)新型コロナウイルスを正しく恐れ，多様な価値観の存在を認めながら，自分

と異なる価値観を許容する心や他人を思う気持ちを育て，共生意識の醸成を

図る。

(４)児童及び家庭の心とからだの健康増進に向けて，教育委員会や学校医，専門

機関と連携して心とからだのケアとサポートに努めていく。

(５)学校・家庭・地域の共通理解のもとに共育を推進し，「 withコロナ」，コロ

ナ後も見据えた新しい学校生活様式を創り上げ，児童・保護者・教職員の安

全・安心と健康を守っていく。
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本校の感染予防管理につきましては，国・千葉県の通知，松戸市の「学校にお

ける新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」等に基づいて，上記の本校

の基本的な考え方にたって，登校の目安など一部本校の独自基準を盛り込んで策

定した本校の「松二っこ 新しい学校生活様式 松飛台第二小学校における新型

コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」の最新版（令和２年６月１５日版）

に従って実施してまいりますので，詳細につきましては，別添「松二っこ 新し

い学校生活様式」の最新版をご覧の上，ご理解とご協力をお願いいたします。

【家庭における「新しい生活様式」～家庭での感染拡大予防対策～】

臨時休校中においても子供の感染事例は一定数生じており，その多くは家庭内

での感染と言われています（文部科学省に報告があった１４６件のうち，家庭内

感染は約７３．３％（１０７例），学校約１．４％，その他約２．７％，不明約

２２．６％［令和２年６月１６日現在］）。

①毎朝のお子様と同居するご家族の検温と健康観察の徹底する。

＊お子様及び同居する家族に体調不良が出た場合は，本校の登校の目安（登校基

準）に従って，自宅療養し，登校を控える（欠席扱いにはなりません。）。

②帰宅したら，すぐに手と顔を洗い，着替える。できれば，シャワーを浴びたり，

お風呂に入ったりして，体を洗うことが望ましい。

③放課後や休日などは３つの密（密閉・密集・密室）となる場所や不要不急の外

出を控える。

④仲の良い友人同士の家族間の行き来や家族ぐるみの交流による接触を控える。

⑤水とせっけんによる手洗い，アルコール消毒液による手指消毒，うがいの励行，

咳エチケット，熱中症予防の兼ね合いを考えたマスクの着用の徹底

⑥「バランスのとれた食事」，「適切な運動」「十分な休養・睡眠」に心がけ，免

疫力を高める生活に努める（「早寝」「早起き」「朝ごはん」）。

⑦「新しい生活様式」の実践について，いろいろな場面で，家庭での過ごし方を

家族で話し合って見直す。

・遊びに行く時は，「屋内より屋外を選ぶ」「狭い部屋や施設での長居は避け

る」

・家族と会話する時は，「可能な限り真正面を避ける（横並び）」など

・公園等で過ごす時は，「空いた時間・場所を選ぶ」「大人数で行かない」な

ど

・ジョギングをする時は，「少人数で」「間隔を２ｍ以上空ける」「すれ違う時

は，距離をとる」など

・買い物に行く時は，「保護者１人，または少人数で」「レジに並ぶときはス

ペースを空ける」など

・食事の時は，家族や友人同士等の団らんの場・意義も大切にしながら，「回

し飲み等はしない」「大皿を避けて，料理は個々に」「密接や飛沫に注意す

る」「持ち帰りやデリバリーの利用」など

～令和２年６月１６日付け・文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～(2020.6.16 Ver.

2)」等もとに作成（一部引用）～
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２ ６月２９日から７月１０日までの日程

※登校につきまして，８時１５分よりも前に登校しないように，お願いしてまい

りましたが，ご家庭でのご協力，大変感謝いたします。なお，今後も同様に，

教室に入る前に昇降口や教室等で健康観察（健康確認）を引き続き行います。

８時１５分から８時３０分の間に行いますので，毎朝のご家庭でのお子様と同

居家族の検温及び健康観察の継続とお子様には，登校した際に，健康観察確認

票をすぐに取り出せるように，お声掛けをお願いいたします。

３ 入学を祝う会（入学式代替行事）の実施について

(１)日 時：７月４日（土） 午後１時３０分 受付

午後２時００分 開始

午後２時３０分 終了

＊当日の１年生の登校は，午前１１時００分頃を予定しています。

(２)会 場：本校体育館

(３)参加者：新入生（１年児童），保護者（各家庭１名まで），教職員，

代表上級生（６年児童）数名（予定）

＊詳細につきましては，後日，「令和２年度 入学を祝う会（入学式代替行事）

の実施について」にてお知らせいたします。

４ 当面の本校の学校行事の実施について（予定）

(１)色別集団下校…６月２９日（月）

※下校時刻が通常より１５分ほど遅くなります。

＊なお，雨天の際は次週の月曜日に延期いたします。

＊詳細については，後日案内文書にてお知らせいたします。

月 日 曜 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年
13:30 ～ 15:30 Bグループ Bグループ Bグループ

22 月 14:00 14:00 14:00 14:00

23 火 14:55

24 水 14:00

25 木 14:55

26 金 14:55 14:55

29 月 14:35 14:35 14:35 14:35

30 火 15:25

1 水 14:35

2 木 15:25

3 金

4 土
※入学を祝う
会

6 月 14:35 14:35 14:35 14:35

7 火 15:25

8 水 14:35

9 木 15:25

10 金 15:25 15:25

７
　
　
月

15:25

時　　程
（始業の時刻）

月　日 学年（なのはな学級を含む）（下校の時刻）

６
　
　
　
月

8：30～
14:00

14:00

14:55 14:55 14:55

8：30～

8:30～ 14:35
14:35

　２～６年生　13:00

14:3514:35
15:25

全学年　13：00
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(２)１学期末保護者会…７月２０日（月）～２２日（水）午後

＊詳細については，後日案内文書にてお知らせいたします。

(３)１学期末個人面談…７月２７日（月）～３０日（木）午後

＊詳細については，後日案内文書にてお知らせいたします。

(４)１学期の水泳授業について

１学期の水泳授業は今年度は実施いたしません。なお，水の事故等の安全指導

については実施いたします（実施時期，実施方法などは未定）。

※８月以降の学校行事及び対外行事の実施の可否については，現時点では未定で

す。また，７月までの行事予定も，今後の感染状況，国や県，松戸市の動向等

により変更が生じる場合もございますので予めご了承ください。

５ ６月２９日（月）から８月１日（土）までの給食について

児童の学校生活も通常日課に移行していくことを踏まえ，６月２９日（月）か

ら８月１日（土）までの給食は，通常に近い食器等を使用しての給食を実施する

ことといたします。

ただし，食器の使用を２食器に限定するなど，感染防止対策に配慮いたします。

なお，今後もはし，スプーンなどは，各家庭からの持参をお願いいたします。

また，６月２９日（月）から給食を希望しない（ご家庭から弁当を持参する）

際は，急で大変申し訳ありませんが，食材を発注する都合上，６月１９日（金）

までに学級担任へ連絡帳等でご連絡ください。よろしくお願いいたします。

６ 通知票の扱いについて

例年，学期ごとに配付していた通知票につきましては，本年度は，２回に分け

て配付させていただきます。

現在のところ，１学期及び２学期前半の評価・評定分につきましては，１０月

下旬を予定しています。また，２学期後半及び３学期と学年末の評価・評定分に

つきましては，３月下旬を予定しています。

なお，１学期の様子につきましては，１学期末保護者会及び個人面談にて学級

担任よりお伝えいたします。


